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日本語教育能力検定試験（ＣＢＴ）実施要項 

 
１．目 的 

日本語学習者の多様なニーズに応じた日本語教育を行おうとする者を対象として、日本語教育の実践に

つながる体系的な知識が基礎的な水準に達しているかどうか、状況に応じてそれらの知識を関連づけ多様

な現場に対応する能力が基礎的な水準に達しているかどうかを検定することを目的とする。 

注）国家資格としての登録日本語教員のための試験ではない。 

 

２．実施者 

公益財団法人 日本国際教育支援協会が実施する。 

 

３．後 援 

未定 

 

４．試験の方法、内容等 

(1) 受験資格 

特に制限しない。 
 

(2) 試験の水準と内容 

試験の水準：日本語教育に携わるにあたり必要とされる基礎的な知識・能力。 

試験の内容：出題範囲は、別記のとおりとする。 
 

(3) 試験の構成 

科目 解答時間 配点 測定内容 

試験１ ９０分 １００点 
原則として、出題範囲の区分ごとの設問により、日本語教育の実践につ

ながる基礎的な知識を測定する。 

試験２ 約１００分 ８０点 

原則として、出題範囲の区分横断的な設問により、熟練した日本語教師

の有する現場対応能力につながる基礎的な問題解決能力を測定する。

音声媒体による出題形式においては試験１で求められる基礎的な知識

も測定する。 

     ※解答方式は全て多肢選択方式 
 

(4) 試 験 日：通年実施（初回：令和８年１２月１日（火）） 

 

(5) 試 験 会 場：全国４７都道府県に設置されているテストセンター 

 

５．出願の手続き等 

(1) 出願方法：オンライン出願 

詳細は日本語教育能力検定試験のサイト(https://www.jees.or.jp/jltct/)にて通知する。 

 

(2) 受 験 料：１３,０００円（税込） 

 

(3) 受付期間：試験日の６０日前から受付開始（初回：令和８年１０月５日（月）） 

 

６．結果の通知等 

合否の結果は、受験後１か月以内（予定）に受験者全員に文書をもって通知する。 
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別記 
 出題範囲 

 

次の通りとする。ただし、全範囲にわたって出題されるとは限らない。 

 

区分 主要項目 

社
会
・
文
化
・
地
域 

①世界と日本 (1) 世界と日本の社会と文化 

②異文化接触 
(2) 日本の在留外国人施策 

(3) 多文化共生（地域社会における共生） 

③日本語教育の歴史と現状 

(4) 日本語教育史 

(5) 言語政策 

(6) 日本語の試験 

(7) 世界と日本の日本語教育事情 

言
語
と
社
会 

④言語と社会の関係 
(8) 社会言語学 

(9) 言語政策と「ことば」 

⑤言語使用と社会 

(10) コミュニケーションストラテジー 

(11) 待遇・敬意表現 

(12) 言語・非言語行動 

⑥異文化コミュニケーションと社会 (13) 多文化・多言語主義 

言
語
と
心
理 

⑦言語理解の過程 
(14) 談話理解 

(15) 言語学習 

⑧言語習得・発達 
(16) 習得過程（第一言語・第二言語） 

(17) 学習ストラテジー 

⑨異文化理解と心理 
(18) 異文化受容・適応 

(19) 日本語の学習・教育の情意的側面 

言
語
と
教
育 

⑩言語教育法・実習 

(20) 日本語教師の資質・能力 

(21) 日本語教育プログラムの理解と実践 

(22) 教室・言語環境の設定 

(23) コースデザイン 

(24) 教授法 

(25) 教材分析・作成・開発 

(26) 評価法 

(27) 授業計画 

(28) 教育実習 

(29) 中間言語分析 

(30) 授業分析・自己点検能力 

(31) 目的・対象別日本語教育法 

⑪異文化間教育とコミュニケーション教育 

(32) 異文化間教育 

(33) 異文化コミュニケーション 

(34) コミュニケーション教育 

⑫言語教育と情報 
(35) 日本語教育と ICT 

(36) 著作権 

言
語 

⑬言語の構造一般 
(37) 一般言語学 

(38) 対照言語学 

⑭日本語の構造 

(39) 日本語教育のための日本語分析 

(40) 日本語教育のための音韻・音声体系 

(41) 日本語教育のための文字と表記 

(42) 日本語教育のための形態・語彙体系 

(43) 日本語教育のための文法体系 

(44) 日本語教育のための意味体系 

(45) 日本語教育のための語用論的規範 

⑮言語研究   

⑯コミュニケーション能力 

(46) 受容・理解能力 

(47) 言語運用能力 

(48) 社会文化能力 

(49) 対人関係能力 

(50) 異文化調整能力 
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各区分における測定内容 

 

区分 求められる知識・能力 

社会・文化・地域 

日本や日本の地域社会が関係する国際社会の実情や、国際化に対する日本の国

や地方自治体の政策、地域社会の人びとの意識等を考えるために、次のような視点

と基礎的な知識を有し、それらと日本語教育の実践とを関連づける能力を有してい

ること。 

 

・国際関係論・文化論・比較文化論的な視点とそれらに関する基礎的知識 

・政治的・経済的・社会的・地政学的な視点とそれらに関する基礎的知識 

・宗教的・民族的・歴史的な視点とそれらに関する基礎的知識  

言語と社会 

言語教育・言語習得および言語使用と社会との関係を考えるために、次のような視

点と基礎的な知識を有し、それらと日本語教育の実践とを関連づける能力を有して

いること。 

 

・言語教育・言語習得について、広く国際社会の動向からみた国や地域間の関係

から考える視点とそれらに関する基礎的知識  

・言語教育・言語習得について、それぞれの社会の政治的・経済的・文化的構

造等との関係から考える視点とそれらに関する基礎的知識  

・個々人の言語使用を具体的な社会文化状況の中で考える視点とそれらに関

する基礎的知識 

言語と心理 

言語の学習や教育の場面で起こる現象や問題の理解・解決のために、次のような視

点と基礎的な知識を有し、それらと日本語教育の実践とを関連づける能力を有して

いること。 

 

・学習の過程やスタイルあるいは個人、集団、社会等、多様な視点から捉えた言語

の習得と発達に関する基礎的知識  

・言語教育に必要な学習理論、言語理解、認知過程に関する心理学の基礎

的知識 

・異文化理解、異文化接触、異文化コミュニケーションに関する基礎的知識 

言語と教育 

学習活動を支援するために、次のような視点と基礎的な知識を有し、それらと日本

語教育の実践とを関連づける能力を有していること。 

 

・個々の学習者の特質に対するミクロな視点と、個々の学習を社会の中に位置付

けるマクロな視点 

・学習活動を客観的に分析し、全体および問題の所在を把握するための基礎

的知識 

・学習者のかかえる問題を解決するための教授・評価等に関する基礎的知識  

言語 

教育・学習の対象となる日本語および言語一般について次のような知識・能力を有

し、それらと日本語教育の実践とを関連づける能力を有していること。 

 

・現代日本語の音声・音韻、語彙、文法、意味、運用等に関する基礎的知識と

それらを客観的に分析する能力 

・一般言語学、対照言語学など言語の構造に関する基礎的知識  

・指導を滞りなく進めるため、話し言葉・書き言葉両面において円滑なコミュニケ

ーションを行うための知識・能力  

 


